
 
 
 
 
 
 

当ＪＡは、中津川市と恵那市を事業区域とし、農業者を中心とした地域住民の
人々が組合員となって相互扶助を共通の理念として運営される協同組織であり、農業
の活性化と振興を図る地域金融機関です。地域の皆さまからお預かりした資金は、資金
を必要としている地域の組合員の皆さまや地方公共団体等にご利用いただいています。 

今後もＪＡの総合事業を通じて地域の皆さまに信頼されご利用いただけるよう、農業
や助け合いの活動を通じて地域に貢献してまいります。 

 
 

（１）文化的・社会的貢献に関する事項 
●環境保全への取り組み 

農業用使用済プラ資材・廃農薬の回収や緑化活動等 
●バイオマス（生物資源）活用への取り組み 

家畜排泄物から堆肥を製造 
●食農教育への取り組み 

農作業体験や地元農畜産物を使った調理・食文化の指導やアグリスクールの開催 
●助けあい組織の活動 
●高齢者等の見守り活動 
●ボランティア活動 
●地域の公共団体への寄贈 
●各種無料相談会（年金相談・税務相談・法律相談） 

 

（２）利用者ネットワーク化への取り組み 
●年金友の会（親睦旅行、親睦会、ゲートボール大会の開催等） 
●あぐりん講座、サークル活動の開催（女性部による活動） 

 
 

（３）情報提供活動 
●ＪＡ広報誌「ひがしみの」の発行（毎月） 
●ホームページによる情報発信 

 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＡバンクでは、「破綻未然防止システム」と「貯金保険制度」により「ＪＡバンク・セ
ーフティネット」を構築しています。 

これにより、組合員・利用者の皆さまにより一層の安心をお届けしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（令和 7 年 10 月末現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注１）＊印は稼働しておりません。 
（注２）年末年始は稼働時間が変更になります。 
（注３）ルビットタウン中津川の休業日は稼働しておりません。また、ルビットタウン中津川では振込の取扱い

はできません。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ＪＡバンク・セーフティネット 

ＪＡひがしみの店舗・ATM 一覧 
地域貢献活動 

 2025 ミニ・ディスクロージャー （令和 7 年９月末版） 

電話番号
平日 土曜日 日曜日・祝日 （ 0573 ）

本 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 78-0123

ローンセンター中津川店 65-3145

ロー ンセ ンタ ー恵 那店 26-2999

中 津 川 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 65-3144

苗 木 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 65-4391

落 合 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 69-3203

坂 本 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 68-2155

阿 木 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 63-2321

恵 那 北 部 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 27-3344

中 野 方 営 業 所 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 23-2211

恵 那 西 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 28-2026

三 郷 営 業 所 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 28-1002

恵 那 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 25-5291

岩 村 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 43-2135

山 岡 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 56-2121

明 智 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 54-2171

上 村 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 47-2311

蛭 川 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 45-2311

坂 下 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 75-4111

加 子 母 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 79-2241

付 知 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 82-2121

福 岡 支 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 72-2121

中 津 川 市 役 所 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00

ル ビ ット タ ウン中 津川 10:00～21:00 10:00～21:00 10:00～21:00

中 津 川 グリ ーンセンター 9:00～18:00 9:00～18:00 9:00～18:00

バ ロ ー 苗 木 店 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00

え な グ リ ー ン セ ン タ ー 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00

加 子 母 経 済 セ ン タ ー 8:30～17:30 ＊ ＊

神坂キャッシュコーナー 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00

飯地キャッシュコーナー 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00

東野キャッシュコーナー 8:45～17:00 ＊ ＊

串原キャッシュコーナー 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00

下野キャッシュコーナー 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00

店舗名
ATM稼働時間

店舗外設置キャッシュコーナー

（令和 7 年９月末版） 



 

 

 

（単位:百万円） 

区分 令和 7 年３月末 令和 7 年９月末 増減 

貯金 244,272 249,646 5,373 

貸出金 33,934 33,700 △234 

預け金 188,714 192,106 3,392 

有価証券 16,340 19,323 2,982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位:百万円） 

区分 令和 7 年３月末 令和 7 年９月末 

貯金 244,272 249,646 

 当座性貯金 125,226 124,866 

 定期性貯金 119,045 124,779 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位:百万円） 

区分 令和 7 年３月末 令和 7 年９月末 

貸出金 33,934 33,700 

 組合員 26,081 26,161 

 地方公共団体 4,414 4,096 

 その他 3,438 3,442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位:百万円） 
区分 令和 7 年３月末 令和 7 年９月末 増減 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 236 251 15 

危険債権額 22 21 0 

要管理 

債権額 

三月以上延滞債権額 - 18 18 

貸出条件緩和債権額 2 1 △1 

小計（A） 261 293 31 

うち担保・保証付債権額（B） 85 126 41 

担保・保証控除後債権額（C） 175 166 △9 

個別計上貸倒引当金残高（D） 170 165 △5 

一般計上貸倒引当金残高 2 0 △2 

正常債権額（F） 33,754 33,475 △278 

合計（G）＝（A）+（F） 34,015 33,768 △246 
 

（注１）破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由に

より経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。 

（注２）危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債

権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。 

（注３）要管理債権とは、（注４）「三月以上延滞債権」と（注５）「貸出条件緩和債権」の合計額をいいます。 

（注４）三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、破産

更生債権及びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しないものをいいます。 

（注５）貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元

本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権及びこれらに準ず

る債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものをいいます。 
（注６）担保・保証付債権額とは、農協法に基づく開示債権額のうち、貯金・定期積金、有価証券（上場公社債、上場

株式）及び確実な不動産担保付の貸出残高ならびに農業信用基金協会等公的保証機関等による保証付の債

権についての当該担保・保証相当額です。 

（注７）個別計上貸倒引当金残高とは、農協法に基づく開示債権のうち、すでに個別貸倒引当金に繰り入れた当該引当

金の残高です。 

（注８）担保・保証控除後債権額とは、農協法に基づく開示債権額から、担保・保証付債権額を控除した債権残高です。 

（注９）正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のものに区

分される債権をいいます。 

 

 

（単位:百万円） 
区分 令和 7 年３月末 令和 7 年９月末 

種類 貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

満期保有目的の債券 15,767 13,550 △2,217 18,864 16,297 △2,566 

種類 
貸借対照表 

計上額 

取得原価又は

償却原価 
差額 

貸借対照表 

計上額 

取得原価又は

償却原価 
差額 

その他有価証券 572 690 △117 459 593 △134 

 

（注）その他有価証券において、評価差額をその他有価証券評価差額金に計上しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信用事業 
信用事業は、貯金、貸出、為替等、いわゆる銀行業務を行っています。この信用事

業は、ＪＡ・信連・農林中金という三段階の組織が有機的に結びつき、「ＪＡバンク」と
して大きな力を発揮しています。 

 

共済事業 
ＪＡ共済は、ＪＡが行う地域密着型の総合事業の一環として、組合員・利用者の

皆さまの生命・傷害・家屋・財産を相互扶助によりトータルに保障しています。事業実施
当初から生命保障と損害保障の両方を実施しており、個人の日常生活のうえで必要と
されるさまざまな保障・ニーズにお応えできます。 

ＪＡ共済では、生命・建物・自動車等の各種共済による生活総合保障を展開して
います。 

 

指導事業 
安全・安心でより高品質な農畜産物を生産するための営農指導をはじめ、新規就農

者の開拓及び支援を行っています。 
生活指導では組合員の豊かな生活と健康で安心して生活できる地域づくりを目的に

女性部活動や生活習慣病健診を行い、また、毎月の広報誌で身近な情報や「食」と
「農」についての話題を発信しています。 

 

販売事業 
生産者から消費者へ新鮮で安全・安心な農畜産物をお届けする事業を行っています。

東美濃独自販売として米の買取販売を実施しており、中山間地域の特徴を活かした東
美濃棚田米の販売も行っています。 

また、地域で生産された農畜産物を市場に出荷するほか、契約出荷等により「東美
濃ブランド」の確立に取り組んでいます。 

 

利用施設事業 
農作業の省力化と農畜産物の品質の向上を図るためカントリーエレベーター、ライスセ

ンター、水稲育苗センター、農産物選果場、堆肥センター等の施設を運営しています。 
 

購買事業 
農業生産に必要な肥料・農薬・農機具等のほか、暮らしに必要な生活用品等、組

合員はじめ地域の皆さまに提供するための事業を展開しています。組合員メリットの充実
を目的として組合員カードを利用した購買事業での割引を給油所・グリーンセンター・A コ
ープで特定日に行っています。 

 

主要勘定の状況・運用状況 

 

資金調達の状況 

資金供給の状況 

農協法に基づく開示債権の状況及び 

金融再生法開示債権区分に基づく債権の保全状況 

預け金 77.8％ 

2025 ミニ・ディスクロージャー （令和 7 年９月末版） 

貸出金 13.7％ 
有価証券 7.8％ 現金・その他 0.7％ 

当座性貯金 50.1％ 定期性貯金 49.9％ 

組合員 77.6％ 
その他 10.2％ 

地方公共団体 12.2％ 

ＪＡひがしみの 主な事業のご案内 

※記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 
※そのため、表中の合計額並びに増減額が一致しない場合があります。 

 

有価証券の時価情報等 


